
静岡県農業技術産学官連携研究開発センターの設置、管理及び使用料に関する条例の施行期日を定める規

則をここに公布する。 

  平成29年７月11日 

静 岡 県 知 事  川 勝 平 太   

静岡県規則第32号 

静岡県農業技術産学官連携研究開発センターの設置、管理及び使用料に関する条例の施行期日を定め

る規則 

 静岡県農業技術産学官連携研究開発センターの設置、管理及び使用料に関する条例（平成29年静岡県条例

第３号）の施行期日は、平成29年８月１日とする。 


